
(2) 単価契約見込額 資材局長が単価契約によ ることを指示

した物品の準備要求については，準備要求総括;表に L主詳細目契約

見込額1 と 記入してその見込傾を計上する。

(3) 出抜嬰求見込級 定IlJJ嬰求時において，あらかじめ所主主

設を予定しがたい物品， 品僚の予定しがたい物品については，

準備要求総括表に L出抜要求見込頒1 と 記入してその見込傾を

計上する。

準備主主求数量:の策定にあた っ ては， まず設備数， その耐周年

数. J反替予定数， 修繕青|画数等を基礎に，過去の使用実総等を

勘案してその要求を適正にし， 後日の更正を最少限度にとどめ

なければならない。特に補修用資材の定期j要求は， 使用時期lの

数箇月前に作成する見込要求であるから， 工事計画の変更， 見

込み違い害事のため更正が生じることが予想される。定期IJ :IDî '即時

に予算ーぱいの準備要求をしていると ， 見込違いの分だけが，

滅却 ・ 追加の更正要求 となり，それだけ物品の準備計図を乱す

ことに仕るので注意を要する。

4 準備要求の調整 支社長は補修用資材について準備要求

者から提出された準備要求f~?により，総合制墜をfí'わねばなら

ない。この調整業務は，資材担当調査役としての地方資材部長

が， 支社長の指示にもとづいて央際に行うわけであるが， この

調整の良否が，のちに述べる準備計画とも関連して， 国鉄の資

材管理の巧計Hを決める l つの要素ともなるわけである。資材の

裂求は使用時期数箇月前にすでに行われる見込要求であるから，

そののちの予算の地獄や工事昔1 IT!lîの変更 ， 比込相i室等が伴ない

がちであり ， こ れ らはすべて， 完全な物品の準備計画を乱す~ili

図となるものであるから， 特に定期要求時のIDI.J~在にあた っては

細心の注意が!日裂である。準備:IDî;R調整上積窓すべき点を列挙

すればつぎのとお りであ る。

(1) 予算関係

7 材料投予算の的確なは憾につとめる。このためには，工

事計画別予算のは短につとめる一方， レール，肉付属品，税;木

等の重要物品や特定調度用品については， それぞれの品目別予

算はj墜にあたらねばならない。

イ 前年度決算突絞 本年度工事計図等を勘案して， 予算の

調逮区分の配分の適正化につ とめる。

ウ 4 ~~WJ5JIJのパラ γ スを とる。

エ 要求舗 とちた 3ì:鍬との比較につ とめ， そのj行並走のはなはだ

しい湯合には具体的t]~EÉIのは慢にあたる。

オ 資金から仮替に予算が流用される場合などは，事前にこ

のは優にあたれるような体制lをとる。

(2) 数量的調設

ア 当該年度の工事計画について主管部と打合せをして.1f

態のは慢につとめる。

イ 白管内使用部門資産の設備数，車両修繕受持丙数士事をは

1& し，これら資産の附周年数，限lìill:部品の修繕取後比率等をJ):

出しその資料投師iíにあたる。

ウ 主要資材については，すくなくとも過去数年間の使m実

総をは慢して ， これら資材の当該年度のij時ií :IDî求基準をI]f.iÌÍlに

使用部門と 協議し，片寄った要求の弊のため将米に更正要求を

徒出しなければならぬこ とのないよ う留意する。

エ 資材節約に fil;{まし，代用可能な在庫品または再用品等の

ある場合には，これがj-ï: HJ 活用をはかる よう調援する。

オ 要求資材についてその 4 半期別パラ γ スがとれていない

場合は，当該工事に袈する人工的均衡の可否にまでたち入 札

その調整をはかる。

カ その他品名， Ss形 ， 単位. {I而絡，姿求物品の配列I1仮序 ，

ぶっびんのじ

調達区分等の可否につき検討する。

5 重要品目の修正 本社主管局長は， 別に定めるレー ノレ，

V ー ノレ付属品， 枕木等国鉄経営上多大なu君事をおよほ'す霊主主な

まま材について，支社長が調整提出した準備要求自に修正の必繋

があると認めた場合には， 資材局長はこれについて協議して，

準備要求者にこの更正の指示をする。 これは特にその使用につ

いて本社主管局長の予算調盤， 技術指導等を裂する重要資材に

ついてのみこ の修正をもとめ，物品管理の巧tH\を決する，準備

計画の基礎となる準備要求にその的確性をもとめているわけで

ある。

6 準備計画者の準備計画 準備i要求告が， 以上のように所

定の経路を経て制整提出されると ， 準備晋|問者(中央調達品に

ついては資材局長，地方調達品については地方資材部長) は，

こ の準備酌止を基礎として， 前年度決Jì災面tl貯蔵品の現在保

有:fiL その他極々各般の事怖を力11味して， 所主E物品の準備計画

をたてることになるわけであるが，この準備計画策定上必皇室な

諸星E件を列挙するとつぎのとおりである。

(1) 準備計画をたてるにあたっては， まず所援物品を作業現

場で必要とする IlJJ日までに，も っ とも有利な条件，すなわち好

適な物品を安fiHiに調達し得るよう配慮して作業する。

(2) 常時現在在庫ir1のは濯につとめ， 所援物品の充当にあて，

なお代替使用可能なものについては，その代用充当をはかつて

物品の節約につとめる。

(3) 計画j削i;!i.品等常時使用するものについては， その経済的

貯放量を定めて前広な準備計画をたて，これら物品在庫盆の適

正化につとめる。

(4) 所要物品の製作J!íJ間 . f面絡の JI主移等を十分には慰して，

適時的確な購入手配を行う。

(5) 貯蔵品予算のは爆につ とめる。

(6) 所要物品の過去の使用実総をは燥し，要すれば主要資材

については，工事計画別使用突絞をは慢してお く。

(7) 物品の品鑑別使用目的を検討し，物品の規格統合につと

める一方， 死j品目主品の整理をはかる。

(8) 輸送計画 と用品nlï設備の現状をは怪して，輸送費，荷役

費等の節約にfi{ ~まする 。

以上のような袈件を常時考慮して， 各物品の準備計画をたて

るわけであるが，現在国鉄で使用する物品が多極多様であり ，

これらの常時在庫数をは握することは非常な労力を要する こと

にもなるので，現行では年度末に各品形íJlJの残高報告の提出を

求め， このうち原則として第 1 貯蔵品と工場貯蔵品の残高を運

用の対象とし，その後の準備要求を需要として需給計画をたて

ることにし， 主主Zな資材についてのみ毎月末の受払残をは怪し

て，その動的は憶にあたっている。

このため， 筋 2 J昨日X品については， その偏在とifi!I蔵品の発生

を防止するために保有制限頒を設け，この純凶内で，災害予備

品および布Iì修肝!として常時ひん繁に使用する物品については，

基準保有量を定めること としているわけて'ある 。

7 物品の調達， 充当， 配給 準備要求の提出された物品に

つき，需給音t-ïr!iiをたてて不足する物品については，その所裂l時

期を考慮して納)tJJを定め，購入M求~Mが購買各諜に回付され，

ここで原貝1] として一般公開競争入札の方式によって業者との聞

に契約が締結されることになる。かくして準備計画の終った物

品(中央調達品)については，つまによりその充当が指示される。

(1) 他箇所に在節のある物品を充当する場合には， 保転架か

または保転指示告によって指示する。

(2) 購入品を充当する場合には，倉庫迎報に品名 ・ 品形 ・ 単




